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研究成果の概要（和文）：　本研究は青少年向けメンタリング・プログラムの生涯発達への有効性について、米国等の
研究成果を分析し、日本の広島市青少年支援メンター制度がもたらす成果についてプログラム評価（報告書分析、アン
ケート調査、インタビュー調査）を実施した。
　米国等においては青少年向けメンタリング・プログラムが国家政策として推進され、複数のハンドブックの出版と共
に、メンタリングの理論とプログラムの実践を繋ぐ知見が蓄積されている。本研究は日本の広島市での10年間にわたる
実践の成果を実証し、プログラムに参加したメンティが自らがメンターになって年少のメンティを支援する円環的生涯
発達支援が実現していることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：　This study explored the effectiveness of youth mentoring program for life-long 
development and conducted a program evaluation concerning Hiroshima Youth Mentoring Program (content 
analysis of monthly report, quantitative survey and qualitative interview).
 Youth mentoring program has been promoted as national policy in the U.S. and other countries. With 
publication of handbooks on youth mentoring program, the rich store of knowledge which combines theory 
and practice of mentoring program has been accumulated. This study verified the effectiveness of 
Hiroshima Youth Mentoring Program for life-long development through its program evaluation and proved its 
functon as linking life-long development where former mentee becomes mentor for the next generation.

研究分野： 教育学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
メンタリング・プログラムは、企業の人材

開発や専門職養成、青少年問題への対応とし
て脚光を浴び、LD 児教育から英才教育、総合
的学習、不登校や就業対策に至るまで、個に
対応した発達支援方策として活用されてい
る。米国では 2002 年以来毎年 1 月を「全米
メンタリング月間」とする大統領声明と連邦
議会決議が出され、メンタリング・プログラ
ムへ参加するボランティアの数は 2005 年に
は 300 万人となり 90 年代の６倍となってい
る。百年の伝統を持つ BBBS（Big Brothers Big 
Sisters）を中核とする米国のメンタリング
運動は、市民ボランティアと専門家との協働
による生涯発達支援施策として先進各国に
拡大し、危険性をはらみつつも、自己効力
感・自尊感情・出席率・成績等の向上、非行
防止等の成果を上げつつあることが実証さ
れている。近年、学力向上や退学防止を目指
す学校型プログラムや、収監者子弟や障がい
者の就労支援プログラム等、メンタリング運
動は新たな展開を見せている。 
日本においては非行少年の更生のための

BBS(＝BBBS)運動が献身的に継続されるも、
米国のような広範な青少年の発達支援のた
めの市民運動に発展していない。2004 年に創
始された広島市青少年支援メンター制度の
成果が広く報道されるも、他地域でのプログ
ラムの実施には至っていない。 
 米国等西欧各国の青少年向けメンタリン
グ・プログラムの有効性に関しては、多数
の成果研究とメタ分析も実施され、配慮に
満ちた良きプログラムは、参加者に深い喜
びと各種成果を上げていることが明らかと
なっている。近年、メンタリングは教育関
連諸学の辞書項目として新設され、その理
論的実践的知見は、複数の膨大なハンドブ
ックとなって総括される段階にまで進展し
ているが、非西洋諸国のメンタリング・プ
ログラムの実践と有効性については殆ど知
られていない。 
 
２．研究の目的 
こうした世界のメンタリング運動とメン

タリング研究の進展にあって、筆者はメンタ
リング運動の実態調査（米国・英国・オース
トラリア・カナダ）を行うと共に、日本の各
種継続的個別支援活動の特徴とメンタリン
グ・プログラムの必要性、メンタリング・プ
ログラムの効果に関する基礎理論を内外の
学会で発表してきた。日本には支援を求めて
いる青少年と彼らを援助したいと考えてい
る多くの大人が存在し、メンタリングの重要
性は体験的にも学術的にも明らかになって
いる。しかしながら両者を繋ぐ実践的なメン

タリング・プログラムに関する知見は青少年
施策に活かされず、メンタリング運動も未成
熟である。本研究は、青少年の発達支援施策
として先進各国で展開されているメンタリ
ング・プログラムの成果と基礎理論の普遍的
妥当性の検証に向け、非西洋社会での先駆的
実践事例である広島市青少年支援メンター
制度が各参加者（メンティ、メンター、保護
者）にどのような成果をもたらし、それぞれ
の生涯発達にいかなる効果と意味を与えて
いるのか分析した。 
 
３．研究の方法 
青少年向けメンタリング・プログラムの成

果と基礎理論の普遍妥当性の検証に向け、本
研究は以下の三つのアプローチを採用した。 
（１）各国のメンタリング運動の政策動向

とプログラム実践における異文化に関する
配慮と知見の総括、ならびにそれらの非西洋
文化の視点からの検討を行うため、書籍論文、
インターネット資料の分析を実施した。 
（２）日本における各種継続的個別支援運

動（≒メンタリング運動）の歴史的展開と実
態、なぜ日本においてはＢＢＢＳ運動がメン
タリング運動の中核となって普及しないの
か、外国とは異なるその歴史的展開経緯につ
いて資料分析を行った。 
（３）日本の先駆的メンタリング・プログ

ラムである広島市青少年支援メンター制度
の成果、特に各参加者（メンティ、メンター、
保護者）の生涯発達にとっての有効性と意義
について、定量的方法（①開始 3年後に実施
したメンティ・メンター・保護者 35 組への
アンケート調査の分析、②開始 10 年後の同
アンケート調査を 77 組に実施し①と比較）
と定性的方法（③初期 20 組の事例について
メンティ・メンター・保護者による報告書分
析、④メンター16 人への半構造的面接調査）
を用いて検証した。 
 
４．研究成果 
（１）各国のメンタリング運動の政策動向

とプログラム実践における異文化に関する
配慮と知見に関し、米国を中心にニュージー
ランド、ドイツについてメンタリング運動の
現状と課題を分析した。 
米国に関しては、2009 年まで連邦政府の補

助金政策によって各種青少年向けメンタリ
ング・プログラムは積極的に促進されてきた
が、2009 年以降、メンタリング・プログラム
の有効性を巡り補助金政策は大転換を迎え、
メンタリング研究はメンタリングの成果を
めぐる新たな段階に入ったことが判明して
いる。どのようなプログラムが最も成果を上
げるのかに関する実証と共に、プログラムの
実践に関しては、特に同種の障がいを持つ役
割モデルによるメンタリングを必要とする



障がいを持つ青少年、社会的養護（フォスタ
ーケア）の下で育つ青少年に向けたメンタリ
ング・プログラムが展開されていることが判
明した。これらのプログラムは青少年の自立
と就労に向け、各参加者の事情と特性に応じ
た様々な配慮と工夫を重ねていることが明
らかとなった。 
さらにメンタリング・プログラムの実践に

おける各ペアの交流継続に向けた配慮と工
夫（関係性の発展段階の認識、メンターとメ
ンティの組み合わせ、メンターのスキル訓練
等）の成果の検証がなされ、実証された確か
な実践智がプログラム実践に活かされてい
ることが判明した。一方、米国のメンタリン
グ運動の拡大に寄与したメディア戦略であ
る「全米メンタリング月間」キャンぺーンに
ついて、その経緯と成果、人々がメンタリン
グ運動に参加する動機を分析し、メンタリン
グ運動への参加は、社会貢献への意図と共に、
人々の社会や恩人に対する感謝と返礼が起
点となっていることが明らかになった。 
加えて、ドイツの高等教育機関におけるメ

ンタリング・プログラムの現状と課題（特に
女性研究者の継続的支援）の分析から役割モ
デルによる長期的継続的支援の重要性を再
確認すると共に、他国のメンタリング研究の
成果を学びつつ深刻な青少年問題に対応し
ているニュージーランドのメンタリング運
動が、学校や地域において新たな試みを重ね、
異文化への配慮と共に伝統的な米国等での
メンタリング・プログラムに革新をもたらし
ていることが判明した。 
（２）日本における各種継続的個別支援運

動（≒メンタリング運動）の歴史的展開と実
態、課題の分析については、世界的なＢＢＢ
Ｓ運動における日本のＢＢＳ運動の特殊性、
すなわち保護観察制度の一環として保護司
制度と一体化され非行青少年に特化した制
度として導入されたことあり、それがそのま
ま今日に至っていることが歴史資料から明
らかになった。こうした歴史的経緯から日本
のＢＢＳ運動が他国のように広範なメンタ
リング運動の中核にならないまま今日に至
っていることが判明した。 
（３）日本の先駆的メンタリング・プログ

ラムである広島市青少年支援メンター制度
は、メンタリング運動の展開を阻む日本の文
化的歴史的諸課題を克服しつつ、2003 年の試
行以来、次世代育成に寄せる市民の善意によ
って発展を遂げてきた。2003 年の５組から開
始された同メンター制度は 2015 年度末には
メンター登録者が 429 人、同年度の交流総組
数は 179 組に拡大している。以下、広島市青
少年支援メンター制度が生涯発達にもたら
す成果に関する研究成果である。 
定量的方法①（メンター制度開設後 3年目

に実施したアンケート調査）では、メンティ
本人、メンター、保護者にとってのプログラ
ムへの満足度（5 点尺度の 3.6～4.2）、メン
タリングの関係性（5 点尺度の 4.0～4.5）、

メンティの変化（5 点尺度の 3.16～3．94）、
交流継続意志のいずれにおいてもポジティ
ブな評価となっている。 
定量的方法②（メンター制度開設後 10 年

目に実施したアンケート調査）では、①と同
一のアンケート調査を実施し、メンティ本人、
メンター、保護者にとってのプログラムへの
満足度、メンタリングの関係性、メンティの
変化について尋ねたところ、これらのいずれ
においても①を上回るポジティブな評価と
なり、広島市青少年メンター制度がプログラ
ムとして着実な成果を上げていることが実
証された。 
定性的方法③では、試行期間を含む最初の

2年間の20組の報告書に記されたメンタリン
グの交流活動記録とそれぞれの内省の分析
を行った。20 組の平均継続期間は 22.1 か月
で、4か月から 58 か月の幅がある。内訳は 6
か月未満が 1 組、6～12 か月が 5 組、13～23
か月が 9組、24 か月以上が 5組である。各組
の交流にあって特に日本的特徴として浮上
したのが、メンティの兄弟姉妹も交えて交流
せざるを得ない場合が多く、メンターは特に
細やかな配慮と高度なスキルが要求される
ことである。またメンターとメンティの関係
性に、メンターと保護者との関係性が大きな
影響を及ぼしていることも判明した。高齢者
メンターの多くは健康問題を抱えつつ、メン
ティと交流し、時にそうした健康問題が両者
の関係性を深め、メンティはメンターの病気
や入院からも多くを学んでいる。長期交流組
の場合、メンタリングの終結に向けて、メン
ター、メンティ、保護者が共にその終結の時
期の見極めを試行錯誤し、交流終結を迎える
ための準備をしている。メンターは時に自ら
が本当にメンティの成長に役立っているの
かと自問しつつ、あくまでも謙虚に、メンテ
ィとその家族に寄り添いながらメンティに
深い愛情を注いでいることが判明した。 
定性的方法④では、メンタリングの成果の

源泉はどこにあるのか、なぜメンターはメン
タリング・プログラムに参加しているのか、
16 人のメンター（男女各 8人。20 歳代 4人、
40 歳代 2 人、60 歳代 6 人、70 歳代 4 人）に
半構造的面接調査を実施した。メンターの活
動動機となっているのは、社会貢献（今日の
青少年が置かれている問題状況を何とかし
たい、青少年の力になりたい）と、感謝と返
礼（メンター自身がこれまで受けてきた支援
や厚意へ恩返しをしたい）である。特にいじ
めや不登校、引きこもり、子育て等で困って
いた際に温かく受容し励まし支えてくれた
人（祖父母や両親、友人、メンター、学童の
指導員等）への感謝が起点となり、これまで
受けてきた支援や厚意に、今度は自分が報い
たい、支援を必要としている青少年の力にな
りたいという強い願望が参加動機となって
いることが判明した。 
上記より、メンタリング・プログラムに参

加するメンターの動機（社会貢献と感謝・返



礼）は世界共通であり、米国でメンタリング
運動を牽引したメンタリング・プログラムの
魅力（単純さ、直接性、社会的尊敬、合法性、
関係の限定性、メンタリング概念の包括性と
柔軟性）は日本においても同様に当てはまる
と思われる。メンタリング・プログラムが生
涯発達に及ぼす効果とは、成長発達の過程
において様々な援助や支援を受けてきた
人々が、それらへの感謝の思いを新たにし、
プログラムへの参加を通じて自らの個性や
専門性を活かした社会貢献を行う機会の提
供にあり、誰もが経験している支援とそれ
への感謝、無私の善意が世代を超えて還流
していく希望の連鎖の仕組みにある。メン
タリング運動が未成熟な非西洋の日本にお
いても、生涯発達支援としてのメンタリン
グ・プログラムは理論的にも実践的にも有
効に機能しうることが本研究によって証明
され、メンタリング・プログラムは日本に
おいても重要な社会施策となりうると思わ
れる。 
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